


























研究目的 

 昭和 18 年母子手帳が出来てから 40年、この間何度かの改訂がなされ、最近では昭和 51

年に母子健康手帳のかなり大幅な改訂があった。 

 もともと母子健康手帳は母子保健法にもとづいて、妊娠の届出をしたものに対して交付

され、母子保健の場で広く用いられて来た。妊娠から出産時の記録、出生後の児の記録、

かなり大量の母子に関する情報が、この一冊の手帳に盛りこまれている筈であるが、実際

にはその利用、活用はそれ程でもない。妊娠中の記録や予防接種の記録、1 歳迄の記録は

まだしも、幼児期殊に 3歳児検診後の記録となると、むしろ記載のないものの方が多い。

又問題のあるケースでは記載しにくいのであろうが、母子健康手帳から情報を得ることは

なかなか困難である。 

 実際に母子健康手帳はどの程度利用されているのであろうか。又使いにくいとしたら如

何なる点に問題があるのであろうか。小学校に入ると今度は学童健康手帳が使用されるが、

母子健康手帳と学童健康手帳と、うまく関連づけられないであろうか。 

 本年度は母子健康手帳の記載が実際にどの程度行われ利用されているのか、又学校にお

ける母子健康手帳利用度調査、学校における健康手帳に関する状況を知ろうとした。 


